
申請（変更）してください。

【記入上の注意】

１　法人名・代表者名は、正式名称を記入してください（省略しないこと）。

 ※ この申請書は、今後提出する請求書等と同一の表記としてください。

２　預金口座の確認のため、①又は②の提出をお願いします。

 ① 下表の金融機関確認欄に当該口座を開設している金融機関の証明印をもらう。

 ② 預金通帳の表紙及び名義がカタカナで表示されているページの写しを添付する。

３　源泉徴収対象者は、個人番号又は法人番号の確認のため、①又は②の提出をお願いします。

 ① 個人番号カード等の個人番号が確認できる書類の写し

 ② 法人番号指定通知書の写しや国税庁法人番号公表サイト画面等の法人番号が確認できるもの

とは別に申請してください。

５  申請事項に変更があった場合は、速やかに変更申請書を提出してください。

  ください。

支払口座変更の場合は、預金口座の確認のため、①又は②の提出をお願いします。

 ① 下表の金融機関確認欄に当該口座を開設している金融機関の証明印をもらう。

 ② 預金通帳の表紙及び名義がカタカナで表示されているページの写しを添付する。

支払口座以外の変更の場合は①～③のうちいずれか一つを添付してください。

 ①契約書の写し

 ②（個人の場合）運転免許証・保険証・個人番号カード等の変更事項が確認できる書類の写し

 ③（法人の場合）登記事項証明書・印鑑登録証明書・法人番号指定通知書等の変更事項が確認で
きる書類の写し

【提出先】 富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所　取引等を行っている担当課又は会計管理局

TEL(0544)　22-1111　（代表）　/　(0544)　22-1176　（会計管理局）

富士宮市会計管理者　様

（TEL)

※源泉徴収対象者（個人）のみ

銀行・金庫 本店・支店

組合 支所

※市役所処理欄

代金受取口座の登録（変更）申請について　

　富士宮市との取引等において、支払を受ける際の預金口座について下記の様式により

＜個人番号の利用目的＞
　提供いただいた個人番号は、「源泉徴収票作成事務」「給与支払報告書作成事務」「報酬、料金、
契約金及び賞金の支払調書作成事務」「不動産取引に関する支払調書作成事務」のみに利用し、
それ以外の利用目的では利用いたしません。

４ 工事前払金の別口座を設ける場合は、右上欄外に《前払口座》と朱書し、通常支払口座

※ 変更の場合は、表題の「変更」の文字を○で囲み、変更箇所は朱書又は朱下線を付して

口座振替登録（変更）申請書
令和　　 年　　 月　　 日

富士宮市との取引等において、支払いを受ける際の受取預金口座を下記のとおり登録（変更）申請します。

都道 市区

府県 町村

ﾌﾘｶﾞﾅ
名 　称

代表者　ﾌﾘｶﾞﾅ
職・氏 名

生年月日 昭和 ・ 平成 ・ 令和 年 月 日

個人番号又は
法人番号

金融機関確認欄

　 普通  　･   当座 

　 その他   

カナ口座名義

既登録番号

課・受付者名 会計管理局

住　 所

支
 
払
 
口
 
座

金 融 機 関 名

預  金  種 別 口座番号


